
寒 川 町 広報 に 関す る規 則 新 旧対 照 表  

現 行  改 正 案  

（ 広 報 活動 ）  （ 広 報 活動 ）  

第 2条  こ の 規 則 に お い て 「 広 報 活 動 」 と

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ 事項 を いう 。  

第 2条  こ の 規 則 に お い て 「 広 報 活 動 」 と

は 、 町 政 に つ い て 町 民 の 理 解 と 協 力 を

得 る た め の 周 知 及 び シ テ ィ プ ロ モ ー シ

ョ ン に 資 す る た め の 周 知 （ 以 下 「 広 報

事 項 」 と い う 。 ） そ の 他 町 長 が 必 要 と

認 め た 事項 を いう 。  

(1)  町 政 に つ い て 町 民 の 理 解 と 協 力 を

得 る た め の 周 知 及 び シ テ ィ プ ロ モ ー

シ ョ ン に 資 す る た め の 周 知 （ 以 下

「 広 報 事項 」 とい う。 ）  

（ 削 る ）  

(2)  町 政 に 対 す る 町 民 の 要 望 及 び 意 見

の 聴 取 （ 以 下 「 広 聴 事 項 」 と い

う 。 ）  

（ 削 る ）  

(3)  前 2号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 町 長

が 必 要 と認 め た事 項  

（ 削 る ）  

（ 広 報 活動 の 方法 ）  （ 広 報 活動 の 方法 ）  

第 3条  前 条 に 規 定 す る 広 報 活 動 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 事 項 を 総 合 的 に 活 用 し て

行 う も のと す る。  

第 3条  前 条 に 規 定 す る 広 報 活 動 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 事 項 を 総 合 的 に 活 用 し て

行 う も のと す る。  

(1)～ (6) （ 略）  (1)～ (6) （ 略）  

(7)  世 論 調 査 、 町 政 懇 談 会 、 町 政 モ ニ

タ ー 等 の広 聴 事項  

（ 削 る ）  

(8) （ 略）  (7) （ 略）  

（ 広 報 活動 の 管理 ）  （ 広 報 活動 の 管理 ）  

第 4条  広 報 事 項 は 、 企 画 部 広 報 戦 略 課 長

（ 以 下 「 広 報 主 管 課 長 」 と い う 。 ）

が 、 広 聴 事 項 は 、 広 聴 主 管 課 長 が 掌 理

す る 。 た だ し 、 消 防 、 選 挙 の 執 行 そ の

他 緊 急 や む を 得 な い 広 報 活 動 は 、 当 該

主 管 課 等に お いて 処理 す る 。  

第 4条  広 報 事 項 は 、 企 画 部 広 報 戦 略 課 長

（ 以 下 「 広 報 主 管 課 長 」 と い う 。 ） が

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 掌 理 す

る 。 た だ し 、 消 防 、 選 挙 の 執 行 そ の 他

緊 急 や む を 得 な い 広 報 活 動 は 、 当 該 主

管 課 等 にお い て処 理す る 。  

（ 責 任 者及 び 広報 主任 の 職 務）  （ 責 任 者及 び 広報 主任 の 職 務）  

第 6条  （略 ）  第 6条  （略 ）  

2  広 報 主 任 の 職 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

2  広 報 主 任 の 職 務 は 、 次 の と お り と す

る 。  

(1) （ 略）  (1) （ 略）  

(2)  広 聴 主 管 課 か ら 送 付 さ れ る 広 聴 事

項 を 取 扱う こ と。  

（ 削 る ）  

(3) （ 略）  (2) （ 略）  



（ 広 報 紙掲 載 原稿 の提 出 期 限）  （ 広 報 紙掲 載 原稿 の提 出 期 限）  

第 11条  広 報 紙 掲 載 原 稿 は 、 広 報 主 管 課

長 が 別 に 定 め る 期 日 ま で に 、 広 報 紙 掲

載 ・ 広 報 活 動 依 頼 書 （ 別 記 様 式 ） に よ

り 責 任 者 の 決 裁 を 経 て 、 広 報 主 管 課 長

に 提 出 しな け れば なら な い 。  

第 11条  広 報 紙 掲 載 原 稿 は 、 広 報 主 管 課

長 が 別 に 定 め る 期 日 ま で に 、 広 報 紙 掲

載 ・ 広 報 活 動 依 頼 書 （ 別 記 様 式 ） に よ

り ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 、 広 報 主 管 課 長

に 提 出 しな け れば なら な い 。  

（ 広 聴 事項 ）  （ 削 る ）  

第 16条  第 3条 第 7号 に 規 定 す る 広 聴 事 項

の 実 施 方 法 に つ い て は 、 そ の つ ど 町 長

が 定 め る。  

（ 削 る ）  

（ 補 則 ）  （ 補 則 ）  

第 17条  （ 略 ）  第 16条  （ 略 ）  

別 記 様 式（ 第 11条 関係 ）  別 記 様 式（ 第 11条 関係 ）  

別 紙 の とお り  別 紙 の とお り  

附  則  

こ の 規 則は 、 公布 の日 か ら 施行 す る。  



 

（現行） 

別記様式(第11条関係) 

広報紙掲載・広報活動依頼書 

依頼日  月  日 

 

広 報 

責任者 
副主幹等 広報主任 担 当 依頼課等 

  
  

  
    連絡先(電話・内線) 

FAX 

次のとおり広報事項を依頼してよろしいか。 

□ 広報さむかわ   月  日号 □ CATV  月 日～ 月 日 

□ 記者への情報
提供(リリース) 

  月  日  □ FM  月 日～ 月 日 

□ 記者会見   月  日  □ その他   

□ 記者発表 
  (レクチャー) 

  月  日      

件 名   

特記事項  □ 別紙のとおり 

  

  

  

  

  

  

  

  

上記のとおり実施してよろしいか 

課長 副主幹等 担当 収受 ・   ・ 

  
  

  
  

決裁 ・   ・ 

完結 ・   ・ 

意見 



 

（現行） 

 

広 報 事 項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



（改正案） 

別記様式(第11条関係) 

広報紙掲載・広報活動依頼書 

依頼日   年  月  日 

 

依頼課等 

連絡先(電話・内線) 

FAX 

次のとおり広報事項を依頼します。 

□ 広報さむかわ   月  日号 □ FM  月 日～ 月 日 

□ 記者発表 
(リリース) 

  月  日  □ その他   

□ 記者発表 
(レクチャー) 

  月  日    

件 名   

特記事項  □ 別紙のとおり 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


